
 

 

      主な経過           
■９／１２ 鵜飼議員が一般質問 

本会議終了直後に、市長・副市長が谷永議運委

員長に、鵜飼議員の一般質問に対し、議会として

の対応を求める。 

■９／１３ 議会運営委員会 

9/13の会議でこのことが諮られた。委員長から

は、市長からの申し出があったことの報告はなか

った。会議の結果、議運としての対応はなし。 

■１０／３ 本会議最終日 

本会議最終日の昼休みに、谷永議運委員長が副

市長に「政治倫理審査会はない。議会としては対

応しない」と伝えた。 

市長の閉会挨拶（上記抜粋） 

■１０／４ 谷永議運委員長が、市長に審査会は

開かないと伝える。 

政治倫理基準等違反で鵜飼勲議員を対象に議

長に議員 3人が審査請求書提出。 

■１０／８ 議会運営委員会で議長から審査請

求書が提出されたことの報告。 

小西議員が、市長閉会挨拶に対する議会の対応

を議長、議運委員長に求める。 

■１０／１５ 党議員団として、議長・議運委員

長に申し入れ。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長が議会での議員発言に言及、議会に対応求める 

今
回
の
市
長
の
言
動
（
左
の
囲
み
）
は
、

二
元
代
表
制
の
根
幹
に
か
か
わ
る
重
大
な

問
題
で
す
。
議
会
で
の
議
員
の
発
言
は
行

政
監
視
、
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
う
え

で
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

問
題
と
さ
れ
る
発
言
は
９
月
１２
日
、
鵜

飼
勲
議
員
の
一
般
質
問
で
の
発
言
。
市

長
・
副
市
長
は
、
当
日
議
会
終
了
後
に
議

会
運
営
委
員
長
に
、「
議
会
と
し
て
、
議
員

と
し
て
ど
う
と
ら
え
る
か
」
と
、
議
会
に

対
応
を
求
め
た
こ
と
は
議
会
へ
の
介
入
そ

の
も
の
で
す
。 

今
回
の
鵜
飼
議
員
の
質
問
は
、
議
長
が

認
め
た
上
で
の
発
言
で
あ
り
、
議
会
で
の

９月議会の市長閉会あいさつ 抜粋 
（政治倫理基準等違反審査請求書の添付書類から） 

…略… 

さて、今議会における一般質問におきまし

て、職員に対しまして法に抵触しかねない答

弁を求めるような質問が再三ございました。

緊張感がある議場において職員が混乱をし、

地方公務員法違反に当たる答弁をしていた

とすれば、一人の職員の公務員人生が終わっ

ていたかもしれません。 

そうした理由から、質問が終わり次第、即

刻申し入れを行いましたが、議会として何の

対応も頂けなかったことに大変残念に思っ

ている次第であります。これまで議会の皆様

に対して徹底的に丁寧な答弁を心掛けるよ

う折にふれ職員に指示をだしてまいりまし

た。今後、どのような指示を行えばよいのか、

議会にどのような姿勢で臨めばよいのか、正

直、まだ私自身が答えが見つからない状態で

もございます。 

日
本
共
産
党
議
員
団
が
議

長
・
議
運
委
員
長
に
申
し
入

れ 

政治倫理基準等違反で鵜飼勲議員対象に 

議長に審査請求書提出 
 

森田久生（審査請求代表・志誠会）・白坂萬里子 

（公明党）・戎脇浩（志誠会）の３議員 

発
言
に
対
し
て
は
議
場
で
対
応
す
べ
き
こ

と
で
す
。
市
長
が
閉
会
挨
拶
で
述
べ
ら
れ

た
よ
う
な
点
が
懸
念
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
む
し
ろ
市
長
か
副
市
長
が
担
当
職
員

に
代
わ
っ
て
答
弁
す
る
な
ど
の
対
応
は
で

き
た
は
ず
で
す
。 

な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
小
河
文
人
議

員
が
発
行
し
た
１０
月
20
日
付
の
ニ
ュ
ー

ス
で
は
、
市
長
の
閉
会
挨
拶
記
事
で
「
職

員
に
対
す
る
議
員
の
行
為
は
許
し
が
た
い

行
為
で
あ
り
再
三
議
会
に
要
請
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
同
じ

志
誠
会
か
ら
の
審
査
請
求
の
添
付
文
書
は

左
の
囲
み
の
と
お
り
で
す
…
。 
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今
回
の
審
査
請
求
は
、
鵜
飼
勲
議
員
の
６

月
議
会
本
会
議
で
の
質
疑
、
９
月
議
会
で
の

一
般
質
問
（
市
長
閉
会
挨
拶
と
同
内
容
）
、

４
月
の
開
票
事
務
調
査
特
別
委
員
会
で
の

発
言
の
３
件
が
対
象
で
す
。 

審
査
請
求
の
根
拠
は
、
第
３
条
、
政
治
倫

理
基
準
等
の
遵
守
の
第
８
項
「
前
各
号
に
掲

げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
民
全
体
の
代
表
者
と

し
て
、
そ
の
品
位
を
損
な
う
一
切
の
行
為
を

慎
み
、
そ
の
責
務
に
関
し
、
不
正
の
疑
惑
を

持
た
れ
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
」
を

あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
前
各
号
に
掲
げ
る

も
の
の
ほ
か
」
と
い
う
の
は
議
員
の
政
治
活

動
、
発
言
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
す
。 

今
回
の
審
査
請
求
は
、
い
ず
れ
も
鵜
飼
議

員
に
問
題
点
の
指
摘
や
改
善
を
求
め
る
こ

と
も
な
く
、
議
長
や
議
会
運
営
委
員
長
に
問

題
提
起
も
し
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

突
然
の
審
査
請
求
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

今
回
の
審
査
請
求
は
最
も
保
障
さ
れ
る

べ
き
議
員
の
発
言
の
制
約
に
も
つ
な
が
り

か
ね
ま
せ
ん
。
政
治
倫
理
基
準
等
違
反
の
審

査
請
求
に
該
当
し
な
い
と
い
え
ま
す
。 

審
査
会
は
各
会
派
と
会
派
に
属
さ
な
い

議
員
５
人
で
構
成
さ
れ
、
近
日
中
に
公
開
で

開
催
さ
れ
ま
す
。 

 

市
長
・
副
市
長
が
議
員
の
一
般
質
問
に
対
し
て
「
議
会
と
し
て
の
対
応
を
求
め
る
」
。

９
月
議
会
閉
会
日
に
市
長
が
挨
拶
の
な
か
で
述
べ
た
異
例
発
言
は
、
議
会
制
民
主
主
義
、

二
元
代
表
制
に
関
わ
る
重
大
問
題
で
す
。
日
本
共
産
党
甲
賀
市
議
員
団
は
１０
月
１５
日
、

議
長
・
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
に
対
応
を
申
し
入
れ
ま
し
た
。 


